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衆
議
院
議
員
本
村
賢
太
郎
君
提
出
被
災
地
の
人
材
確
保
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お
い
て
も
、
建
設
の
職
業
、
保
健
師
等
（
保
健
師
、
助
産
師
及
び
看
護
師
を
い
う
。
）
、
社

会
福
祉
の
専
門
的
職
業
、
水
産
物
加
工
工
等
（
以
下
「
建
設
の
職
業
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
有
効
求
人
数
が
有
効
求

職
者
数
を
上
回
っ
て
お
り
、
企
業
の
求
め
る
人
材
と
求
職
者
の
能
力
・
経
験
や
希
望
す
る
仕
事
の
内
容
と
の
間
の
ミ
ス
マ
ッ

チ
の
解
消
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
政
府
に
お
い
て
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
い
て
き
め
細
か
な
職
業
相
談
を
行
う

と
と
も
に
、
人
材
の
不
足
が
生
じ
て
い
る
建
設
業
等
の
事
業
主
に
対
す
る
産
業
政
策
と
一
体
と
な
っ
た
雇
用
面
の
支
援
な
ど

に
取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
特
に
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
は
、
学
生
に
よ
る
被
災
地
企
業
の
課
題
に
取
り
組
む

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
社
会
人
に
よ
る
被
災
地
で
の
試
行
的
な
就
業
等
を
実
施
す
る
事
業
、
大
企
業
等
に
お
け
る
商
品
開
発

等
の
分
野
で
技
能
・
経
験
を
積
ん
だ
専
門
的
な
人
材
を
被
災
地
企
業
へ
派
遣
す
る
事
業
等
の
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
に
お

け
る
建
設
の
職
業
等
に
お
け
る
人
材
確
保
の
た
め
の
新
し
い
施
策
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


